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ニや遺跡出土のカローシュティー文書とその出土遺構との関係

　　　　　　　　　　　N．XXIV出土「証文文書」の和訳

八　木春　樹

は　じ　め　に

　現在，各国の研究平準などに所蔵・管理されているカ。一シュティー文書は，20世紀初

頭の探検家A，Steinなどにより，主として，西域南道上に位置するニや遺跡から発見され

たものである。それらの大半が，E3，　Rapsonらによるua・一マナイズ・テキストとして発

表されこKh．1。1；Kh，1．　H；Kh．1．　III］，　T。　Burrowにより言語研究が行われ［L．　Kh．　D．〕，

さらに文書の英訳も刊行されていることは周知の事実で南る［T．Kh．　D．］。発見当初より，

これらの文書は3－4世紀南道上の諸オアシスを支配下に治めていた都善国のもとで作成さ

れたものと考えられており，広範な地域を支配したこの国の政治・経済などの実態を解明す

るために利用されてきたD。さらに，近年では，1988年より実施された日中共岡学術調査が

契機となり，これらの文書は，南道上の一オアシス，すなわちニや遺跡の社会構造などの実

態を明らかにするために着目されている2）。

　これらの文書は，本来，遺物として，ニや遺跡に点在する各遺構（建物鋤）内から発見さ

れたものである。では，これらの文書が遺構内に残存していたことには理由があったのであ

ろうか。その点については，先行研究においてなお明らかにされていない。そのため筆者は，

今後，各遺構内から発見されている文書を網羅的に取り扱い，この残された問題点，つまり

文書と遺構との関係を少しずつ明らかにしていきたいと考えている。

　本小論では，そのような網羅的な検討を行うための前提作業として，N．　XXIV3＞という遺

1）　カローシュティー文書を利胴した都善国史研究としては，BroughやThomas，さらに榎や長

　澤，山本などの研究が挙げられる。それらの研究論文については，本小論の参考文献を見よ。

2）　カm一シュティー文書を利用したニや遺跡研究としては，蓮池1999b；ix　1999が璽要であり，

　この種の研究においてはまず，参考とすべきものと言える。

3）　N．XXIVという遺購番号は，1906年にSteinがその調査時…に｛寸した。この遺構の大きさは縦横

　約25　mであり，部屡数は9以上であったと報告されている。詳しくはSer：225－234を見よ。ま

　た，1992年の日中共同学術調蓋時には，新たに92A9という番暑が付されている　£真鐙・高橋／
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構から出土している「証文文書」25点を取り上げて考察する。これらの25点の文書は，地

面の下にまとまった状態で残存していた4）。しかし，遺構内に残存していた文書は，遍常，

地表面に散在しているものが殆どであった。この残存状況から考えると，これらの25点の

文書は何らかの理由があって遺構内にそのような状態で残存していた可能性が高いと醤える

のではなかろうか。つまり，これらの25点の文書は，文書と遺構との関係を解明するため

の有力な材料となしうる可能性が高いと思われるのである。そこで以下に，N．　XXIV出土

「証文文書」25点を和訳して紹介し，その和訳に基づいて，これらの文書が遺構内の地面の

下に残存していたことには理由があったのかどうかを明らかにしたい。

　N．XX王V出土の「証文文書」についてはBurrowによる英訳が既に存在している。ただ

し，和訳があるのは，後に注記していくように，山本や赤松などによる数点の文書のみであ

る。したがって，今圓の網羅的な和訳は，資料紹介としての面でも意味があると考える。

　なお，訳文の提示については，地名を記載した文書を網羅的に訳出している赤松2001a

を参考にしている。ただし，「証文文書」の払出には，訳名と年月日が明記されているため

に，文書はその年代順に列挙しておく。また，訳出に当たっては，［3に文意が通じるよ

う補足文言を，（）には代名詞などの説明文言をカfiえておく5）。

1　アンクヴァが王期作成文書

　これから紹介していく「証文文書」は本来，売買や訴訟に関する取り決めを記録したもの

である。さらに，これらの文書の内容面（下板・表面，さらに上蓋・裏面，書き切れない場

合には下板・裏面へと続く）には，表書き（上蓋・表爾）の人物に対して，何らかの財産が

授受されたと思われる文雷も確認できる。ここでは，その点に特に注目していくことにより，

文書が遺構内の地面の下に残存していたことには理由があったのかどうかが明らかにできる

と考える。そこで，以下に文書を翻訳していく際に，表書きの人物には傍線を，さらに，財

産の授受に関する文言が明確に見える場合にはその個所に波線を引いておく。

x
　　l996：92，127－129；真E嚢1999：28－29］0

　4）地面の下に残存していた文書については，他に2点，「王命文書」と「公務文書」も発見されて

　　いるが，これらの文書については今後，さらに文書を網羅的に扱った際に行いたい。

　5）　また，翻訳作業に当たっては，Rapsonらが既に発表していたカローシュティー文字のローマ

　　字転写を精査することも必要であろう。しかし，今回，取り扱う文書は，写真が公開されている

　　大英図書館所蔵のものではなく，殆どが未公開のままであるニューデリー国立博物館所蔵のもの

　　である。それゆえに，ここではほぼRapsonらのw一マ字転写に拠っている。ただし，　Kh．1．1；

　　Kh．1．　II；Kh．1．　IIIに写真が掲載されている文書については可能な限り，それらを参照した。ま

　　た，Rapsonらによる転写紙が後代の研究者によって訂正されているものもあり，それらの成果

　　はGlass　2000で整理されている。
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【文書A】No．581：葡萄園売買文書（N．　xxiv．　viii，84．矩形木簡上下二枚．　Plate　X．　Ser。1，

p．　261．）

ε上蓋・表面］

　（1）この手書き書簡6＞は，ダマジャDhamaja所有の葡萄園（2）の件。書記のラムショーツァ

　Ram＄otsaによって注意深く（3）保管されるべきものQ

［下板・表面］

　（1）6番目の矩，大王の中の大王，超越して，勝利者であり，徳篤く，正しき法7）を実践したる，

　偉大なる大（2）王，アンクヴァがA摯kvaga天子の治世，4番目の月，14番目の日に。ダマシャ

　なる名の者と，さらに書（3）記のラムショーッァが畢魅と二二の時に，売買を行った。彼らは共に

　ヤヴェーヤ（4）村の属人であった。次のように，そのダマジャが申し出た。彼は，書記のラム

　ショーツァに対して，葡萄園を売った。彼は総計（5）7アヴァチラ8）［の葡萄園］を与えた。代緬は

　絨毯9）6ハスタ19），上着粉1着，羊2頭，穀物1ミリマ12）である。彼らは（6）大官13）たちの薦前で

　等しく合意した：。キツァイッァ官のピテーやPiteyaと，三一ラ官のカランッァK：araTptsaが証人M＞，

6）　「証文文書」には「手書き書簡hasta　lekha」など，様々な呼称が使用されている。ただし，そ

　の使用用途にはどのような違いがあったか判然としない。また，カm一シュティー文書中には，

　「証文文書」以外にも，文書に対する様々な呼称が使薦されている。詳しくは赤松2001b：383－

　394を見よ。

7）「正しき法sacadhathajの「法」を，「法律」若しくは「仏法」のどちらとして理解するかに

　ついては，今のところ不明である。「王命文書」中の「法（ダルマ）」については赤松2005aを冤

　よ。

8）　「アヴァチラavacira」については，　Burrowが葡萄園に限られた測灘：単位であったと懸摘する

　£L．K：h．　D．：74］。さらに，彼は，　Steinが葡萄樹は並行した低い垣に沿って植め込まれていたとす

　る指摘から［Stein　1903：247］，この語は‘raw’を意味したのであろうとも推定している。

9）原文はtavastaga。この語は，イラン語，例えばN．　Pers．　taftan，　tabamとの対岱から，℃arpet’

　などと理解されている［Kh．1，　HI：348；LUders　1936：12一玉3；L．　Kh．　D：94；Bailey　1979：149；

　山本2002a：32　一　33コ。それに基づいて，今回は「絨毯」と訳出しておく。

10）　この「ハスタhasta（Skt．　hasta‘hand’）」は，肘から指先までの長さを指し示しており，50　cm

　程であろうと推定されている［LUderS　1936：12－13〕。

ll）　原文はkavaji。この語はSkt．　kavacika‘armour，　jacket，　etc．’との対応から，ヂ卸量」のような

　ものとも解釈できる。しかし，既にLifdersが漢訳の「遮砲」に当てており　［Lllders　l936：14］，

　さらに文脈から判断しても，今のところは「上着」という訳語がより適当と思われる。

12）「ミリマmilima」は，キkhiと共に容蚤の単位を示しており，1ミリマ＝20キであった［Kh．

　王．HI：363］。実数については，山本が，先得研究を整理している〔由本1988；34］。そこでは，1キ

　は約23透若しくは約2．5ゑであったとし，さらに彼は，1キは窟人～入一Bあたりの支給単位では

　なかったかとも推測する。なお，この語にはイラン語来源であったとする捲摘がある［Burro“T

　1935a：785］．

13）「大窟mahatvajは，　Burrowが‘magistrate’と訳しており［L　Kh．　D．：29］，榎は「大田或い

　は行政窟」と訳している£榎1965b：47，49］。さらに，山本は，「大人」と訳出し，「鄭善王国の

　社会で上層を占めた人々を指す雷葉」とする［山本1996：玉06］。

14）　この「彼らは大窟たちの灘前で等しく合意した。キッァイッァ官のピテーヤと，カーラ窟のカ

　ランッァが二人sarajidarpti　sa珊ma　salpma　pur鎮hida　mahatvana　kitsaitsa　piteya　kala／
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　チョーズボー窟のヴァルパVarpaが誕人，（7）カルセーナヴァ官のサルヴェーやSaluウeyaが証人，

　ヤトマ官のチャトーCatoが証人，

［上蓋・裏画

　（1）従者のアリシュパAri顛aが証人である。この葡萄園においては，書記のラムショーッァが所

　有者となった15）。他者に贈り物として与えること，（2）交換すること16），どのような用途のためで

　あろうとも好きなようにすること，意図することは何でもなされるであろう。誰であれ，将来，（3）

　〔この件に関して，］何かを主張したり，議論して非難したり，不服を申し出ても17），王廷において，

　そのような異学8＞に関しては効力がないであろう。この手書き書簡は，（4）私，書記のタマスパ

　TamasPaの愚子である書記のモーガタMo君ataによって，大宮たちの命令により書かれたものであ

　る。（5）有効期間は翠黛，寿命のある隈り。（6）〈紐はヤトマ窟のモーリィナMolYinaなる名の者

　が切った。＞19）

【文書B）No．579：土地売買文書（N，　xxiv．　viii．82．矩形木簡上下二枚．　Ser．王，　p。261，　Pl．

XX肌）

［上蓋・表面］

　（1）この約定はモーガタMogata所有の：土地に関して。（2）書記のラマショーッァRama§otsa

x
　　kara環tsa§a　ca　sakhk＄i」を，　Burrowは，‘ln　front　of　the　rnagistrates　leitsaitsa　Piteya　and

　　kala　Karaiptsa’と訳出する〔T，　Kh．　D．：120］。ここで彼はmahatvana（magistrate）をpiteya

　　とkaramtsaの人名に掛けるが，他の文書例を見る限り，　mahatvanaの後で文章を一度句切る

　　方がよいと思われる。

15）　このf所有者となったe6vari　hudajを，　Burrowはthas　ownership（藤青権）’と訳出する。一

　　方，山本や赤松は，eSvariをr所有妻」や「主権者」と訳している〔山本1999：33；赤松2001b：

　　391］。ここでは，どちらの見解がより適当か判断し難く，より最近の研究となる山本らの訳語を採

　　罵しておく。

16）原文はnama甲niya。この語をBaileyはbandha（Skt．　bandham‘deposite，　pledge’）と同義

　　語であるとする［Bailey　1982：38　一　39］。その解釈には山本も従う£山本1996：109］。しかし，

　　この2っの語が併用される文書もあり，同義語とする解釈には若干の疑問が生じる。ここでは，

　　Burrowが考察・推定していた‘exchange’の訳語を採用しておく［L．　Kh．　D．1100］。

17）　この「何かを主張したり，議論して非難したり，不服を申し出てもveteyati　coteyati　sajeyatij

　　を，Burrow訳では‘informs，（iisputes，　or　disagrees’とする［T．　Kh．　D．：120］。さらに，山：本は

　　「異議を唱え知らせても」と訳出する〔山本1999：33］。

18）原文はmo　coda！pna。筆者｛ま，　Rapsonらが‘muha　cota摯na＝mukhacodana’としている点

　　を参照し，「異議」と理解した［K：h．王．III：363］。なお，　Burrowは‘his　bring　up　of　the　matter’

　　としている［T．K：h．D．：120〕。

19）〈〉内の文言は前文までと空白を空けて記載されている。文書の写真のみからは判断し難いが，

　　赤松は男ll人の手によるものと判断している　［赤松2001a：107］。遜常，上蓋と下板が重なり合っ

　　た木簡は，その後，それらが紐で巻かれて完形となる。それゆえ，文書作成後，文書が開封され

　　ていたことが推測できるが，必ずしも判然とはしない。山本は，「契約文書作成の後公的承認のた

　　め為されたある種の手続きを指したもの」と推定する［山本1999：35］。
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　（講ラムショーツァ）によって注意深く保管されるべきもの。

［下板・表面3

　（1）9番目の年，大王の中の大王，超越して，勝利者であり，徳篤く，正しき法を実践したる，

　（2）偉大なる大王，アンクヴァがA！pkvaga天子の治世，6番目の月，15番目の日に。（3）閲諜

　のモーガタなる名の者，その者が申し出た。彼は，書記のラムショーツァRam＄Qtsaに対して，未

　耕地20）を売った。彼は黍2王〉の（4）種の播種量が1ミリマと10キ22）〔である未耕地3を売った。代

　懸は絨毯13ハスタ，12ムリ23）相当である。（5）彼らは等しく合意した24＞。それゆえ，この土地に

　関しては，書記のラムショーツァが全智者と（6）なった。種播くこと，耕作すること，他者に贈り

　物として与えること，どのような用途のためであろうとも好きなようにすること，（7）意図するこ

　とは何でもなされるであろう。この売買は大官たちの藤前で行われた。証人たちが周知して（8）い

　る25）。共に王国の責任者26＞であるキツァイツァ窟のピテーヤとか一ラ官のカランツァが証人，共に

　アプス窟であるアプシやAp＄iyaとシャームチャーSarpcaが（9）証入である。加えて，他の証入

　として，卜一［ン］ガ窟のクヴァやK：u章ayaが証人，ヴァス窟のチャディやCadhiyaが証人，

［上蓋・表面コ

　（1）アプス窟のカランッァK：ara恥tsaが証人，チョーズボー一慮のルストゥLustuが証入，ヴルヤガ

　官のブギタP重itaが証人，ツァギナヴァ窟のカポータK：apotaが旧人，（2）コー1」窟のシュパルヤ

　ヤ＄かal夕ayaの従者であるシラーサSirasaが証入である。誰であれ，将来，［この件に関して，］傭

　かを主張したり，議論して葬難したり，（3）不服を申し出ても，王廷において，そのような異議に

　関しては効力がないであろう。この約定は，（4）私，書記のタマスパTamasPaの患子である書記

　のモーガタMogataによって，彼ら大官たちの命令により書かれたものである。有効記聞は（5）

20）原文akri　bhumaのうちのakriは，　BurrowがSkt．　agrya‘fQrmost，　best’との対応を提案す

　るが£L、Kh．　D．：13］，文脈上，山本が指摘しているSkt．　akriya‘without　works’との対応がよ

　り妥当と思われる〔山：本1997：104］。

21）原文はaごini。この語はBurrowが穀物又は作物の一種であったと判断している　〔L．　Kh．　D．：

　73］。実際，Bailey　1948：332；Turner　1989：llでは他言語との対応から‘millet’の訳語が与えら

　れる。

22）　キkhiは，容量の単位であり，脚注12を見よ。

23）原文mullは，「代価」と訳すことも可能であるが，ここでは獲幣の単位を意味している。先行

　研究では，実数は10ムリ＝＝1スタテル金貨，或いは12ムリ＝1スタテル金貨で換算されていたと

　考えられている紬本1996：105］。なお，・当時の物価については，L．　Kh．　D．：111－l12；Wang

　2004を見よ。

24）　この「彼らは等しく合意したsarpma　sarpma　saralitar麟」については，　Burrow訳では確認

　できない〔T．Kh．　D．：118］。

25）　この「謹人たちが周知しているsakhk＄i　lana賦ijについては，　Burrow訳では確認できない

　［T．　Kh．　D．：118］0

26）　この「王国の責任者raladaro（Skt．　rajya－dhara‘kingdom　supporter’）」は，　rajadharaga

　などとも記載される。この語については様々な議論が提示されているが，その実態は今のところ

　判然としていない〔Thomas　1944：57；二王966：51－54；由本1999：34－35；山本2004：28　一　29］。
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千t，寿命のある限り。（6）〈紐はキツァイツァ官の従者である（7）シュローンがSrongaとカル

セーナヴァ密のショーディンがSodingaが切った。〉

【文書C】No．589：人身売買文書（N。　xxiv。　viii．92．矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p．262，）

〔上蓋・表面］

　（1）この約定は少女スミツァエー一Smitsae（2）の件。書記のラムショーツァRam§otsaによって

　注意深く（3）保管されるべきもの。

［下板・表面

　（1）11番目の奪，偉大なる大王，アングヴァカAipguvaka天子の治世，2番自の月，12番臨のH

　に。女（2）リィピンッァアエーLYipiiptsaaeなる名の者とその息子であるブギタP愈itaなる名の

　者，彼らが申し出た。飢謹の時において，彼£ら／は，書記のラムショーツァに対して，（3）少女

　スミツァエーなる名の者を売ることとなった。代癒は1歳の酪駝1頭40ムリ姻当である。リィ

　（4）ピンッァアエーとブギタが受け取った。彼（ラムショーツァ）は頭の代価（頭金？）として，

　羊4頭を与えた。それゆえ，その少女スミツァエーに関しては，（5）書記のラムショーッァが所有

　者となった。どのような用途のためであろうとも，意図することは何でもなされるであろう27）。彼

　らは大官たちの面前で（6）等しく合意した。

　〔以下省略。文書AやBと同様，証人名や書記名などが記載される。〕

【文書D】No．586：葡萄園売買文書（N．　xxiv．　viii．89，矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p．262．）

［上蓋・表面3

　（1）この約定はダマシャPhamaSa所有の葡萄園に関して。（2）書記のラムショーッァRam＄otsa

　によって注意深く保管されるべきもの。

こ下板・表面］

　（1）16番目の年，偉大なる大王，アンクヴァがAlpkvaga天子の治世，6番ffの月，最初の日に。

　（2）ダマシャなる名の者，その者が申し出た。彼は，書記のラムショーツァに訂して，15スジャ

　ダ28）の木のある葡萄園を亮ることとなった。（3）代価としては馬1頭を交換して，彼らは決定した。

　その葡萄園においては，今日以後，そちら（あなた方のもと）では，書記のラムショ・一ッァが所有者

　となった。（4）支柱にすること，掘り出すこと，葡萄樹を切ること，何かを縛り付けること，交換

　すること，売ること，どのような屠途のためであろうとも，意図することは何でもなされる（5）で

27）　この「どのような用途のためであろうとも，意図することは何でもなされるであろう§arva

　bo君a　kikama　kararpni　siyatijを，　Burrow訳では‘to　do　what　he　likes　with　her’とする［T．

　Kh．　D．：　125］0

28）原文suladaは，文脈から樹木の長さを示す単位と思われるが，その実数については判然とし

　ない。
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あろう。それに関する決定は大官たちの面前で行われた。

〔以下省略。文書AやBと同様，証人名や書記名などが記載される。〕

【文ee　E】No．590：人身売買文書（N．　xxiv．　viii．93．矩形木簡上下二枚．　Ser．王，　p．262．）

［上蓋・影画

　（1）この約定は女リィパァエーLYipaaeの件。書記のラ（2）ムショーッァRam＄otsaによって保

　管されるべきもの。

こ下板・表面］

　（1）17番目の年，偉大なる大三E，侍中29），アングヴァカAIひguvaka天子の治世，4番目の月，28

　一諾の日に。シャーンチャーSamcaなる名の者，（2）その者が申し出た。彼は，書言己のラム

　ショーッァに対して，女リィパアエーなる名の者を売った。書記のラムショーッァから，女リィパア

　x一の代価を，シャーンチャーが受け取った。（3）i野生の二二1頭，40ムリ相当を受領した。さら

　に訓練されていない酪駝［1頭コ，30ムリ相当，絨毯1点，12ハスタ，絨毯2点，（4）11〔ハスタ］，

　他には紐8ムリ相当。総計は98ムリ相当であった。それにより，彼らは等しく金意した。その女

　リィパ（5）アエーに関しては，今B以後，そちら（あなた方のもと）では，書記のラマショーツァ

　Rama＄otsa（ラムショーッァ）が所有者となった。殴打すること，締め上げること，売ること，燐

　の新たな者に贈り物として（6）与えること，交換すること，抵当として差し出すこと，どのような

　用途のためであろうとも，意図することは何でもなされるであろう。

　〔以下省略。文書AやBと同様，証人名や書記名などが記載される。〕

【文轡F】No。571：土地売買文書（N．　xxiv．　viii．74，矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p．260，　P1．

XX．）［山本1996：101　一　103］

［上蓋・表面］

　（1）この約定はコーニャやKofiaya所有の耕地30）に関して。（2）書記のラムショーツァ

　Ram＄otsaによって注意深く保管されるべきもの。

［下板・表面］

　（1）17番目の年，偉大なる大王，侍中，アングヴァカA！pguvaka天子の治世，12番睡の月，（2）8

　番翻の日に。コー＝ヤやなる名の者が書記のラムショ・一ツァに対して，木のある耕地を（3）売った。

29）原文jitugha。この語は，　Broughがアンクヴァカ王の治世17年から導入された称号で，『晋書』

　武帝紀の記事をも参照し，漢文木簡に晃られる称号「侍中」に対応すると主張している［Brough

　1965：600－605］。今のところはBrough説に従っておく。

30）原文mi§iについては，既に文書例から考察され，‘farm－land’や‘cultivated’という訳語が提

　示されており，さらにKhot．　ma6＄a‘field’との対応も提案されている〔Th◎mas　1934b：38；L、

　K：h．D．：Hl；Bailey　1956：35；Bailey　1979：332〕。ここでは「耕地」と訳出する。
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代価は2歳の酪駝1頭，50ムリ相当である。コーユヤヤにより受領された。さらに（4）遍加の代

価として，彼は葡萄酒10キを得た。総計60ムリ相当がラムショーツァからコーニャにより得られた。

（5）耕地における播種量は黄麻3D，3ミリマである。彼らは等しく合意した。その土地の（6）耕

地においては，この書記のラムショーッァが所有者となった。耕すこと，種播くこと，他者に（7）

贈り物として与えること，抵当として差し出すこと，どのような用途のためであろうとも，意図するこ

とは何でもなされるであろう。誰であれ，（8）将来，ヴァス窟とアゲータ官に，［この件に関して，］

議論して葬難したり，何かを主張しようとも，このように，王廷において，そのような異議に関して

は（9）効力がないであろう。

〔以下省略。文書AやBと同様，証人名や書記名などが記載される。）

【文書G】No．580：土地亮買文書（N．　xxiv．　viii．83．矩形木簡上下二枚．　Plate　X．　Ser．1，　p．

261．）［山本1997：97－100〕

〔上蓋・表面］

　（1）この約定はサギマSa窟ima所有の耕地（2）に関して。ショーータンが官のラムショーツァ

　Ram§otsaによって注意深く保管されるべきもの。

［下板・表面

　（1）19番目の奪，10番目の月，6番罵の臼，偉大なる大王，侍中，アンゴーカArp垂oka天子の治

　世に。サギマなる名の者，その者が申し出た。彼は，ショータン（2）ガ官のラムショーッァに報し

　て，［1］ミリマ，多量のキの播種量この可能な耕地］と，他にその地に隣接する未耕（3）地を

　売った。それにより，ショーータンが官のラムショーッァから，土地の代価をサギマが得た。4歳の馬

　1頭とatri　varo32），40ムリ相当がサ（4）ギマにより受領された。さらに，追加としてsu（∫a33）の

　代価と，1ミリマ10キの穀物を彼は受け取った。彼らは大窟たちの面前で等しく合意した。…〔中

　略，証人名が列記される〕…（6）それにより，その耕地，（7）また，未耕地に関しては，今日以

　後，そちら（あなた方のもと）では，ショータンが窟のラムショーツァが所有者となった。

　〔以下省略。文書AやBと同様，書記名などが記載される。〕

31）原文はjuthi。この語には，　BaileyがKhot．　juStinainaiの説明時に紹介しており，訳語は‘jute’

　横帆」とする〔Bailey　1979：112］。一方，山本は疑問な点もあろうと述べているが［山本1996＝

　109〕，ここでは代替案もないために，その訳語に従っておく。

32）atri　varoは，先学でも不明な語と見倣している［T．　Kh．　D．：120；山本1997：98］。

33）原文sudaについては，　Rapsonらがsutraと同語として扱っている［K：h．1、田：363］。また，

　Burrowもsutraと読むべき可能性を述べるが［L．　Kh．　D．：131］，その判断については現状，不

　明である。
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【文書H】No。582：土地売買文書（N。　xxiv．　viii，85．矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p．261，　Pl．

XX，　XXI．）1山本1999：32－33；赤松2001b：391－392］

［上蓋・表面］

　（1）この約定は沙門のイピやYipiya所有の土地（2）に関して。ショータンが窟のラムショー

　ツァRam§otsaによって注意深く（3）保管されるべきもの。

［封印：下側3

　（4）この印は，オーダ官のジェーヤバトラJeyabhatraと，チャンクラ窟の（5）チャタラがCataraga

　と，チョーズボー富のソーンジャカSorpjakaのもの。

［下板・表面

　（1）20番昌の年，4番目の月，22番騒の日，偉大なる大王，侍中，アンゴ一刀A甲90ka天子の治

　世に。こちら（2）チャドーダ34）における住人である沙門のイピやなる名の者，その者が申し出た。

　彼はショータンが密のラムショーツァに薄して，耕地のうち区画地35）2536＞［を売った］。〔この土地

　は，以前には］耕地（3）であったが，その後，未耕地となった。それにより，ショータンが嘗のラ

　ムショーツァから，土地の代価を沙門のイピヤが得た。3〔歳の1馬£1頭］，（4）15（50？）ムリ

　相当37）がイピヤにより受領された。彼らは等しく合意した。それにより，その土地に関して38），今

　日以後，その土地においては，（5）そちら（あなた方のもと）では，ラムショーツァが所有者と

　なった。種播くこと，耕すこと，他者に贈り物として与えること，抵当として差し出すこと，どのよ

　うな用途のためであろうとも，意図することは何でも（6）なされるであろう。

　〔以下省略。文書AやBと岡様，謹人名や書記名などが記載される39）。〕

34）原文ca¢odaは，　cadotaとも記載される。漢籍資料に見える「精絶（国）」に対応し，当時の二

や遺跡一体を呼称したものと考えられる［K：h．1．III；325；Brough　l965；592；赤松2001a：103］。

35）原文はkuthali　bhuma。この語が，その使用例から「ある分割された：土地」，すなわち「区画

地」と訳せることについては，Burrowの晃解を見よ［L．　K：h．　D．：83－84］。

36）　「25」がどれ程の範囲を表わしたものかは明らかでない。

37）　この「3〔歳の1馬［1頭］，15（50？）」については，Rapsonらの転写では，　artsa　tre　re　ka

　§o［te］pa甲cada6a　muliyenaとしており，それに基づいて，　Burrowは‘three　houses（？）va1－

　ued　at　fifteen’と訳す〔T．　K：h．　D．：120］。一方，山本は［a］9pa　tre〈tra＞§o［te〕parpcadaSa

　muliyenaと転写し，「15ムリの3〈歳の〉馬〈1頭＞」と訳出する〔山本1999：34］。文書の写真

　のみでは，そのv一マ字転写の当否は判断し難しいが，ここでは，山本による解説を参照し，そ

　の判断に従った。さらに山本は，普通，馬一頭の値段が40ムリであった筈で，pa卑cada§aは

　「50」parpca6aの書き誤りでなかろうかとも指摘している。

38）　この「その土地に関してta§a　bhuma§a　va雌i」を，　Burrow並びに赤松は訳出していない

　〔T．K：h．　D．：121；赤松2001b：391］。恐らく，その理由は直後にさらに「その土地においてはte

　bhumami」と見えるために，省記したものと思われる。

39）また，当文書には，別人の手によるものと考えられている〈紐はヴァスのチャディヤcadhiyaが

　切った。〉という文需が続いた後に，これも霧人の手と考えられているもので，「マヒリヤmahiriya

　治盤の，4番穏の年，2番臼の月，28番・園のlf　」と記載されている。そこでは，ラムショーッァの

　所有した土地にて，種が強引に播かれるという事件の起こったことが記載されている。
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【文書1】No．587：土地売買文書（N．　xxiv．　viii．90．矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p．　262，　Pl．

XXIIL）

［上蓋・表面3

　（1）この約定はリィプタL負pta所有の売られた土地（2）に関して。書記のラムショーッァRam

　＄otsaによって溢意深く（3）保管されるべきもの。

瓢下板・表面］

　（1）21番目の奪，偉：大なる大王，侍申，アンクヴァがArpkvaga天子の治世，2番陰の月，（2）12

　番目のHに。マニュゲーやMafi重eya［なる者3に属するリィプタとシャーンチャーSampcaなる者，

　彼らが申し出た。彼［ら］は，書記のラムショーツァに対して，（3）チラインタ40）の土地を売った。

　サヒ＝．41）種の播種盤が7キ〔の土堀である。それにより，彼らは大窟たちの顧前で等しく（4）

　念意した。それにより，その土地においては，今田以後，そちら（あなた方のもと）では，ショータ

　ンが窟のラムショーツァが冠絶者となった。種播くこと，（5）耕すこと，交換すること，売ること，

　抵当として差し出すこと，どのような用途のためであろうとも，意図することは何でもなされるであ

　ろう。そちら（あなた方のもと）で，（6）彼らは大志たちの爾前で合意した。

　〔以下誌略。文書AやBと同様，証人名や書記名などが記載される。〕

【文書」】No．572：±地売買文書（N．　xxiv．　viii．75．矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p。260．）

［上蓋・表面〕

　（1）この書簡は書記のシグナやSignaya所有の区癒地に関して。（2）クニタKunitaによって注

　意深く保管されるべきもの。

〔下板・表面コ

　（1）21番目の隼，6番囲の月，王3番閉の日，偉大なる大王，待中，アンゴーカA甲怠oka天子の治

　世にQ（2）書記のシグナやなる　〔名の］者が申し出た。彼自らの近隣に住むクニタに，耕地におけ

　る大麦［を生産するための3区画地12を（3）大官たちの面前で与えた。…〔中略，証人名が列記

　される〕…（4）それにより，今日以後，そちら（あなた方のもと）では，その区台地においては，

　（5）クニタが所有者となった。

　〔以下省略。文書AやBと岡様，書記名などが記載される。｝

40）原文はcirairpta。この語は，　Burrowが指摘するように，土地の‘epithet’であろうが，詳細は

　不明である［L．K：h．D，：90〕。

41）原文はsahini。この語は，文脈から，種の一種であろうと推測できるが，より貝体的な事柄は

　半ll然としない［L．　K：h．　D．：130］。
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【文書K】No．592：人身売買文書（N。　xxiv．　viii．95．矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p．262．）

［上蓋・表面〕

　（1）女リィミソーアエーL夕imisoaeの件。書記のラムショーツァRam§otsaによって（2）保管

　されるべきもの。

〔封印：下側］

　（3）この印はチョーズボー官のカンテやK：arpciyaのもの。

［下板・表面］

　（1）32番隠の年，王2番目の月，20番目の日，偉大なる大王，侍中，アングヴァカArpguvaka

　（2）天子の治世に。プルナントーPulnarpt◎なる名の者，その者が申し出た。彼は，書記のラム

　ショー（3）ツァに少女リィミソーアエー，4ディティ42）［の身長のある者〕を与えた。代価とし

　ては訓練されていない酪駝1頭，30ムリ相当（4）を，プルナントーが受領した。さらに追加の代

　価は，コータン産の絨毯1点である。それにより，彼らは合意した。（5）それにより，今日以後，

　少女リイモーソーアx－LYimosoae（＝リィミソーアエー）に関しては，そちら（あなた方のもと）

　では，ラムショーツァが所有者となった。（6）殴打すること，締め上げること，売ること，交換す

　ること，抵当として差し出すこと，また，どのような（7）用途のたあであろうとも，意図すること

　は何でもなされるであろう。また，これは大宮たちの薦前で書かれたものである。

　〔以下省略。文書AやBと同様，証人名や書記名などが記載される。〕

【文書L】No．583：酪駝売買訴訟文書（N．　xxiv．　viii．　86．矩形木簡上下二枚．　Plate　X．　Ser．

1，　p．　261．　XX）

こ上蓋・表面］

　（1）王所有の騎駝に関して。ラムショーツァRamsotsaとリィ（2）バトがL夕ipatgaによって保

　管されるべきもの。

〔下板・表面］

　（1）33番目の年，7番目の月，25番目の日，偉大なる大王，侍中，アンゴー（2）カArpgoka

　天子の治世に。チョーズボー窟のカンジやKa琢jiyaが係争を審理した。ラムショーツァと，ア

　データ官のクウ（3）ナK：uunaと，チャトー　Catoが王所有の驕駝に関して告訴した43）。こちら

42）　この「ディティdi㌻hi（Skt．　di§㌻i‘a　kind　oεmeasure　of　length’）」を，　Turner　l989：363では

　この語に対応する他言語を幾つか例示しており，それを参照すると‘span　from　thumb　to　little

　finger’という意であると見倣せる。また，最近，カw一シュティー文字が書かれる絹裂の存在が

　報告され，そこにはディティの語が見えている〔市川20e7］。

43）　Rapsonらの転写では，この籔所には何らかの文字：，　iSa「こちらで」があったのではなかろう

　かと想定する。実際，Kh．1．　IIに載る写真では，書き潰されているようにそのiSaが見え，直ぐ

　後には明確に記載されたi6aが確認できる。恐らく，始めに記載された語に関しては省略すべき

　と思われる。
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　（法廷）44＞で，今，ラムショーッァとリィ　（4）バトガから，カタの絨毯45）2ハスタ，絨毯4ハスタ

　が与えられた。さらに，リィ（5）バトガがコータン産の絨毯6ハスタを与えた。ラムショーツァと

こ上蓋・裏面］

　（1）リィバトガにより与えられたものが決められ，クリトガKuritgaにより得られたものが決めら

　れた。それにより，誰であれ，（2）将来，〔代価が再び］支払われることはない［であろう］。

　〔恐らく，この文書は，ラムショーツァとリィバトガが驕駝を購入した際の支払いに関する訴訟のも

　のと思われる。〕

【文書M】No．574：土地売買訴訟文書（N，　xxiv．77，矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p．261．）

〔上蓋・表面］

　（1）コーリ窟のムルデーやMuldeya所有の農園から製造された食物と飲物（2）に関して。ラム

　ショーツァRam＄otsaによって注意深く保管されるべきもの。

こ封印：下側］

　（3）この印は，オーダ官のダマパラDhambapalaと，コーリ窟のムルデーヤと，キッァッァ官のル

　ストゥLustuのもの。

［下板・表面］

　（1）34番目の黛，偉大なる大王，侍中，アンゴーカArpgoka天子の，2番目の月，24番目の日の，

　この（2）治世に。コーリ官のムルデーやMuldeyaとtラムショーッァが合意した。コーリ窟のム

　ルデーヤの奴隷たちから，ラムショーツァに［ムルデーヤの〕土地が［売られた］。その土地が（3）

　ラムショーツァから叡り戻された。代価が返済されるべきこととなった。それはポートゴーネェー

　ナ’t6）の葡萄酒1ミリマ，ヴィトー47）の馬1頭である。［その代価は］コーリ慮の（4）ムルデーヤか

　ら渡されるべきであり，ラムショ・一ツァによって受け取られるべきこととなった。この件に関しては，

　今，コーリ官のムルデーヤが今年に，（5）ラムショーツァに許可を与・えた。それは農園を掘り起こ

　すこと，土地を耕すことである。その土地から，幾らかの食物と飲物が製造（6）されるであろう。

　秋には，あらゆるものがラムショーッァによって製造されなければならない。ポートゴーネェーナの

　葡萄酒1ミリマ，ヴィトーの馬1頭［の代価］が，

44）「法廷」と呼ばれるべき場所が当時，実際に存在したかは必ずしも判然としない。

45）原文はkata　thavapanaga。ここでのローマ字転写を，　Rapsonらは1〈ajaha　vampnagaとしてい

　た。その後，LUdersがkata　thavarpnaga「絨毯の一種」と同語であろうとするが［Laders　1936：

　23］，Burrowは不明という判断を行っている［L．　K：h、　D、：81］。しかし，　taとjaの文字は近似し

　ており，実際，この文書の写真を見る限りはtaと読んでも問題なかろう。さらに，　Lifdersがh一

　はtha一の誤りと見倣しており，ここでは，彼の見解を採用しておく。

46）原文pαgQ負enaについては，　LUdersが葡萄酒の保存法であると兇倣している〔LUders　1935：

　642］。ただ，その語が具体的にどういつだ語に対応するのかは明らかでない。

47）原文vitoについては，馬や羊，牛を修飾した用語として用いられるが，詳細は判明しない。　L．

　王く：h．1），：120も見よ。
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［上蓋・裏面］

　（1）それによって，ラムショーッァに清算されるべきである。その土地から，ラムショーツァから

　支払われる質貸料である寸寸を，コーり官のムルデーヤが要求（2）すべきではなく，コーリ官のム

　ルデーヤから支払われるポートゴーネェーナの葡萄酒1ミリマ，ヴィトーの馬1頭［の代細を，ラ

　ムショーッァが要求（3）すべきではない。秋に，彼らは互いに合意するであろう。それにより，決

　定されるであろう。彼らが代価に関して合意（4）しないならば，ラムショーツァは［ムルデーヤ

　の〕農園から，翫有物として，ラティ48）の木のpappnl（？）を取得すべきである。彼（ラムショー

　ッァ）の所有する土地を，コーり窟のムルデー（5）ヤが〔賃貸料として］取得すべきである。その

　土地が以前には，kuroraであったように（？）。そちら（あなた方のもと）には証人たちがいた。

　オーダ官のダマパラとコーリ窟のム（6）ルデーヤとキッァッァ密のルストゥである。

　〔この文書は、ラムショーツァが土地売蟹を行った際の一連の訴訟に関するものと思われる。ラム

　ショーツァが，ムルデーヤから返却されるべき代価の代わりに，農園を借り受け，そこで製造された

　食物と飲物を取得すべきと明記されている。〕

R　マヒリや王期作成文書

　前章では，アンクヴァが王期作成文書を紹介してきた。その多くは売買に関するもので

あった。これから紹介していくマヒリや王期作成文書は，訴訟に関するものが殆どである。

【文書N】No．584：羊取引訴訟文書（N．　xxiv．　viii．87，矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p。262．）

跡松2001a：106］

こ上蓋・表面］

　（1）この文書はクトレーやKutreyaとラムショーツァRam＄otsaによって（2）注意深く保管さ

　れるべきもの。

［封印：下側］

　（3）この印はグシュラ窟のジェーバトラJebhatraと，チャンクラ官の（4）チャラがCaragaと，

　チョーズボー官のソーーンジャカSo卑lakaのもの。

［下板・表面3

　（1）4番騒の庫，2番葭の月，28番目の日，偉大なる大王，侍中，マヒリやMahiriya天（2）子

　の治世に。さて，チャド・一タにおいて，グシュラ窟のジェーバトラと，チャンクラ窟のチャタラガ

　Cataragaと，チュヴァラ（3）イナ官のディルパラと，チョーズボー官のソーンジャカが係争を審

48）原文ra‡fiiについては，　Burrowが指摘する通り，文脈から判断して，樹木の一種であろうと

　推測できる［L，Kh．　D．：113］。
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　理した。ラムショーッァと，クトレーヤと，チ＝カCinika（4）が羊たちに関して告訴した。クト

　レーヤがa§9a49）であった時，その時に，（5）ラムショーッァに贈り物を彼ら（ヴギンガヤら）は

　渡した。彼らは4頭の羊を与えた。ヴギンガやVugingayaが与えた。彼（ヴギンガヤ）はスグタ

　Su垂utaso）に（6）渡した。その後，クトレーヤとヴギンがVuginga（・＝ヴギンガヤ）とチニカが

　ラムショーツァのもとから，20頭の羊を（7）連れて来た。

［上蓋・裏面3

　（1）この係争は保留扱いとなった。ヴギンガが死んだ。スグヌタSu垂nuta（　・：スグタ）はコータン

　ナにいる。ス（2）グタがコータンナから到着した時，その時に，隅び係争は］扱われるべきであ

　る。宣誓と証人によって（3）注意深く審理されるべきである。

【文書0】No．573：人身取引文書（N．　xxiv．　viii．76．矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p，261．）

［上蓋・表面］

　（1）ムトリンツァエーMutrirptsaeに関する約定はチャシュゲーやCa越eyaによって保管されるべ

　きもの。

［下板・表面］

　（1）7番目の年，尊敬すべき，偉大なる大王，侍中，マヒリやMahiriya（2）天子の，11番目の

　月，20番昌の臼の，この治世に。サチャ人のセー（3）ニンマSefiirpmaと，アラリィAral夕iが，

　チャシュゲーヤに嬢を与えた。そのアラリイやAra1郵ya（＝＝アラリィ）の母親が（4）アジヤマ村

　から〔娘を］連れて来ることとなった。それゆえに，母親の手で抱えられ，その（5）少女ムトリ

　ツァーMutritsae（＝ムトリンッァエー）が，そちら（あなた方のもと）51）に渡された。さらに，その

　少女ムトリッァエーと引き換えに，（6）チャテーやCateyaと，チャタラカCatarakaが代価を渡

　した52）。三巴1頭と馬1頭，tj各駝は3歳であり，（7）馬はtir＄a53）である。その結果，飯有物とし

　て，その少女ムトリツァエーを，我々（セーニンマら）が送り出した。今，ムトリ（8）ッァエーを，

［上蓋・裏面］

　（1）私セーニマSehima（＝　ke　一ニンマ）と，アラリィと，オーガチャ09acaがチャシュゲーヤに

　妻として与えた。我々は〔チャシュゲーヤに対して3yimila（？）の（2）贈り物を～本の髪の毛さえ

　も要求しなかった。それにより，今日以後，誰であろうと，裁々の親戚であろうと，（3）息子であ

49）a§gaについては，　Burrowも述べるように全く不明である［T．　Kh．　D．：122］。

50）　このスグタなる者は，文面から兇る限り，ラムショーツァの代理人であるように恩われる。

51）文面を見る漁り，具体的には「チャテーヤらのもと」と思われる。

52）　チャテーヤとチャタラカなる者たちについては，少女ムトリツァエーをチャシュゲーヤが獲得

　する際の仲介人であったと思われる。

53）tir＄aについては，文脈から，　Burrowが言うように，馬に対する‘epithet’と解釈できる£L．　Kh．

　D．：95］。ただ，Burrowは，この文書の翻訳時には，‘three　years　old’ではなかろうかとも推測

　している［T，K：h．D．：122］。
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ろうと，彼女を手に入れてはならない。大密であるチョーズボー窟のソーン（4）ジャカSOipjaka

の面前で，証人［と共に決定された］。そちら（あなた方のもと）での証人たちが周知している54＞。

カーラ窟と，チュヴァラインナ宮と，　ヴァス窟のコーリィサK：ol郵saと，スチヤンマSuca攣maが

証人である。この（5）板文書s5）は，書記のリィバトがL夕ipat怠aによって書かれたものである。有

効期間は100年。

【文書P】No．570：丁丁取引訴訟文書（N．　xxiv．　viii，73．矩形木簡上下二枚．　Ser．　1，　p．260，

P1．　XXIIL）〔山：本i996＝49　一　51！　56）

［上蓋・表面］

　（1）この文書はシャラセーナSara§enaから受け取られた　（2）雌騎駝に関して。スグタSu忌uta

　と，スギSu郵によって（3）保管されるべきもの。

［封印：下側3

　（4）この印は，（5）共にrt　一グ窟であるダパヤphapayaとシャマセーナSama§enaのもの。

［下板・表面］

　（1）ll番目の年，2番囲の月，1番諮のEi，偉大なる大王，侍中，マイリMairi天子（2）の治世

　に。この係争は，共にオーダ官であるダパヤとシャマセーナと，コーリ官のトーガジャT◎重ajaと，

　チョーズボー官のビンマセーナBi甲ma§enaが（3）審理した。　シャルセーナSarsena（＝シャラ

　セーナ）とスグタとスギが酪駝王頭に関して告訴した。すなわち，（4）事実，クプシュタが申し出

　て，シャラセーナから，雌興野1頭を強引に連れて行った。彼（クプシュタ）はスグタとスギに

　（5）二野の負債があったので［その門門を3渡した。その縫験駝は2年，スグタとスギ（6）と共

　にいる（いた）。その結梁，シャラセーナが申し出た。

［上蓋・裏配

　（1）スグタとスギから，雌騙駝を彼（シャラセーナ）は取得した。沙漠において死なせたために

　（2）我々は考慮した。身’籠った雌賂駝の代わりに，年老いたkirSo§a57）の雌瀦駝をシャラセーナが

　（3）送るべきである。スグタとスギに渡すべきである。シャラセーナに対する係争であれば，（4）

　クプシュタと共に告訴すべきである。その3歳の雌駆駝εに代わるもの⊃が与えられるべきである。

こ下板・裏面］

　（1）この（2）…チョーズボー富…（3）ビマセーナBima§ena（＝ビンマセーナ）58）。

54）　この「そちらでの証人が周知しているtatra　sakhk§i　la甲natijについては，　Burrow訳では確　’

　認できない［T．Kh．　D．二115］。

55）「板文書pa套i（Skt．　pa卿薇，‘a　tablet，　plate’）」について，　Burrowは‘tablet’と訳出する£T．

　Kh．　D．：115］0

56）既に由本の論文で鼠戸されているように，この論争に関する再審が【文書V】に当たる。

57）　kirso§aについては，　Burrowが雄騎駝の‘epithet’としているが，不明である£L．　Kh．　D．：82］。

58）　メモ書きのようなかたちで記載されているが，その意図は不明である。
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【文書Q】No．578：酪駝取引訴訟文書（N。　xxiv，　viii。81．矩形木簡上下二枚．　Ser、1，　p．261，

Pl．　XX．）

［上蓋・表面

　（1）プリヤヴァがPriyava君a…（不明）…スグタSu動taによって（2）保管されるべきもの。

［封印：下側3

　（3）この印は，（4）共にオーダ窟であるダパやDhapayaとシャマセーナSama§enaのもの。

［下板・表翻

　（1）11番自の爺，偉大なる大王，侍中，マイ］JMayiri天子の，2番目の月，2番自のEiの，その

　治世に。（2）この係争は，共にオーダ窟であるダジャパラDajapalaとダパヤとシャマセーナとル

　ダサLda§aと，チョーズボー嘗のジャヤトラダJayatradaと，共にチョーズボー窟であるビンバ

　セーナBirpbha§enaと（3）ソーンジャカSorpjakaが審理した。スグタと，プリヤヴァガが，少女

　と酪駝に関して，次のように告訴した。（4）プリヤヴァガに，スグタが酪駝を与えた。その鉱山の3

　訓練において，それ（賂駝）は死んだ。それにより，スグタに，女コーロア（5）エーKoloaeなる

　名の者を，プリヤヴァガが与えた。女に報ずる御礼として，絨毯8ハスタをプリヤヴァガに，（6）

　スグタが与えた。この件に関しては，我々が裁決した。今暇以後，スグタに対して，プリヤヴァガは

　女の（7）件で支払いをさせてはならず，プリヤヴァガに対して，スグタは酪駝の件で主張をしては

　ならない。

〔下板・裏面］

　似下省略。〕59）

【文書R】No．568：羊取引文書（N．　xxiv．　Viii．71．矩形木簡上下二枚．　Ser。1，　p．　260，　Pl．

XX肌）

［上蓋・表面3

　（1）カプゲーやKap倉eyaからの羊に関して。ス（2）グタSu奮utaによって保管されるべきもの。

［封印：下側3

　（3）この印は，チョーズボー官のソーンジャがSOIpja倉aのもの。

［下板・表面］

　（1）11番目の年，偉大なる大王，壷中，マイリMairi（2）天子の，2番冒の月，9番目の檬の，こ

　の治世に。スグタと，（3）カプゲーヤが法廷の外60）で合意した。私，カプゲー（4）ヤがスグタに

　羊10頭を所有物として与えた。スグタが羊たちの（5）所有者となるであろう。このように，意図

59）　ここにはメモ書きが見られる。その和訳については赤松2001a：88を晃よ。

60）原文はbahime§u。この語は本来，　Skt．　bahirdeSa‘a　foreign　country，　a　place　without　a

　town　or　village’を意味するが，　Burrowは‘outside（the　court）’と解釈している［T．　K：h．　D．：

　112］。ここでは，この文書内容からも判断し，Burrowの解釈を採用しておく。
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　することは何でもなされるであろう。（6）そして，将来，羊に関する主張を持ち出す（7）［者は，］

［上蓋・裏面

　（1）効力［がなく，］罰を被るであろう61）。そして，そちら（あなた方のもと）での証人はトーン

　ガ官の（2）ヴガトーVugatoと，ヴァス官のrt　一プゲーやO露eyaである。カプゲーヤの請願に

　より［書かれたものである］。（3）有効期間は寿命のある限り。

【文書S】No．569二入身取引文書（N．　xxiv．　viii。72．矩形木簡上下二枚．　Ser。1，　p，260，　PI．

xx．）

［上蓋・表面］

　（1）この文書は女ツィンナアエーTsirpnaaeからの養子（2）シャマネーラ＄amaneraに関して。

　クニタKunitaによって正しく保管されるべきもの。

［封印：下側］

　（3）この印はチョーズボー官のソーンジャカSo甲lakaのもの。

［下板・表面］

　（1）13番露の年，偉大なる大王，侍中，マヒリやMahiriya天子の，2番昌の月，　IO番自の日の，

　（2）その治世に。女ツィンナアエーなる名の者が少年シャマンネーラ§amarpnera（＝シャマネー

　ラ）なる名の者を，養子としてクニタに（3）取得させることとなった。女ッKンナアエーが申し出

　た。彼女は，クニタからシャマンネーラを連れ去った。今，（4）彼らが訴え出た。こちら（法廷）

　で，この係争に関しては，チョーズボー官のソーンジャカSoppjalcaと，間諜のリィプタL郵ptaが

　八間した。（5）少年シャマンネーラは，クニタの所有物として養子となった。彼（クニタ）はミル

　ク代62）全てを与えた。彼らは決定（6）した。ミルク代としては，訓練されていない画面が与えら

　れた。そちら（あなた方のもと）での証人は，共にヴァス喜であるオープゲーやOpgeyaとカケー

　ヤK：akeyaと　（7）サルヴェーやSaluVeyaが証人，案内人のチャマがCamagaと，シャダヴィダ

　窟のカプゲーやK：ap奮eyaと，パルヴァタ人のカンテゲーやKapacgeyaと，ヴルヤが窟のヴルVuru

　が（8）証人，少女チャグCaguと，シャダヴィダ官のチャネーやCaneya［が証人である〕。この

　シャマンネーラは養子であり，奴隷として扱われてはならない。（9）売ってはならない，抵当とし

　て差し出してはならない，このように養子として扱われるべきである。

61）　この　「羊に関する主張を持ち出す　〔者は，護効力　［がなく，〕罰を被るであろうpagu　prace

　malptra　nikhaleyati　pramana　da甲φa　praptalp　ca　bhaveyatijという個所は難解であり，

　Burrow訳にほぼ従っている［T．　K：h．　D．：112］。ただし，　pramana（効力）を否定する語が兇ら

　れないところは，再検討すべきかもしれない。

62）「ミルク代kuVhal〈hksira§ajについては，諸先学において，「養子を貰った者が，以前の父母に

　対して行った支払い」という見解で共通している。訳語としては‘milk－payment’が与えられお

　り，運星に加えて馬も支払いに使絹されている〔Thomas　l934b：37；L．　K：h．　D．：83］。なお，山

　：本は「哺乳科」と訳照している〔山本：2000：11〕。
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［上蓋・表面］

　（1）私，ショータンが官のルトゥLuthuの息子である書記のトガチャTgacaによって，大窟たち

　の命令により書かれたものである。クニタと，女（2）ツィンナエーと，沙門のブディラBudhila

　の請願によりε書かれたものである］。荷効期間は100年。

【文書丁】No．591：人身売買文書（N．　xxiv，94。矩形木簡上下二枚．　Ser。1，　p．262．）

［上蓋・表面

　（1）この文書は，…（不明）…プルシュダやPruSdhaya（2）に関して。リィペーやL郵peyaに

　よって注意深く保管されるべきもの。

［封印：下側］

　（3）この印は，カーラ官のローキッKアRokitsiaのもの。

〔下板・表面］

　（1）15番囲の年，偉大なる大王，侍中，マイリMayiri天子の，最初の月，（2）11番目の，この治

　世に。カーラ官のローキッィRokitsi（＝ローキツィア）から，　リィペーヤとボーシャルサBo§arsa

　が（3）プルシュダヤサPru＄dhaya§aなる名の者を買った。カーラ窟のローキッイやRokltsiya

　（・：ローキッィア）が代価として，5歳の（4）騎駝1頭，5歳の馬1頭，さらに追加の25〔ム

　リ？］を受け取った。彼らは等しく合意した。（5）今日以後，リdペーヤがこの者の所有者となつ

　た。売ること，（6）抵当とするために保持すること，交換すること，他者に贈り物として与えるこ

　と，どのような用途のためであろうとも，（7）意図することは何でもなされるであろう。誰であれ，

　将来，ここの件に関して，］議論して非難したり，何かを主張しようとも，（8）三一において，その

　ような異議に関しては効力がないであろう。

［±蓋・裏面］

　（1）譲iであれ，将来，係争を起こして，異なるようにさせることを望めば，罰が（2）与えられた

　（るであろう）。去勢馬1頭と殴打50である。

　〔以下省略。証人名や書記名などが記載される。〕

【文書U】No．575：人身売買訴訟文書（N．　xxiv．　viii．78．矩形木簡上下二枚．　Ser，1，　p．

261．）

［上蓋・表耐

　（1）この文書はリィペーやL夕ipeyaから受け取った（2）支払いに関して。スグダSu動da（＝ス

　グタ）によって保管されるべきもの。

こ封印：下側］

　（3）この印はチョーズボー富のタンジャカTarpjakaのもの。

［下板・表面

　（1）17番目の年，偉大なる大王，侍申，マイリMayiri天子の，最初の月，（2）22番目のHの，
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　その治世に。事実，チョーズボー官のチャクヴァラCakvalaがチャドーダから，チマがCmagaな

　る名の者を連れて来た。その者，（3）チマガを，チョーズボー窟のコ・一リィサKo1Yi§aのもとに

　［チャクヴァラが］連れて行った。彼（コーリ6サ）はりィペーヤに対して売った。リィペーヤが申

　し出た。その者，チマガを，（4）［リィペーヤが］チャドータ人のスグタSu奮utaに対して売った。

　彼（リィペーヤ）は代価として3歳の騎駝1頭，穀物5ミリマ，敷物63＞1点，（5）フェルト6‘t）　1点，

　avalika65）1点を受け取った。その件に関して，後には，その者，チマガを，パルヴァタ入のクヴァ

　イチK：uVayiciが主人として（6）奪った。彼らは三E廷で皆虚した。その者，チマガはクヴァイチの

　所有物となった。チョーズボー官の　（7）チャクヴァラからの代価が，リィペーヤにより受け叡ら

　れるべきこととなった。リィペーヤからの代価が，スグタにより（8）受け取られるべきこととなつ

　た。スグダにより受け取られるべきである。リィペーヤからの代価は，3歳の酪駝，

〔上蓋・裏面］

　（1）穀物5ミリマ，敷物1点，フェルYl点，　ava1孟a　1点，さらにorov鎗a66）2点である。この

　件に関して，リィペー　LYipe（・リィペーヤ）は（2）3歳の驕駝1頭をスグタに与えた。彼らは決

　回した。今日以後，スグタとスナンダSuna甲da，（3）リィペーとリィバトがL夕ipat怠aに対して

　は，この支払いに関して，将来，2度目の主張を持ち出してはならない。

　〔以下省略。証人名や書記名などが記載される。〕

【文書V】No．593：酪駝取引訴訟文書（N．　xxiv．96．矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p．262，　PII．

XX，　XXI王1．）［山本2006：46－47］

［上蓋・表面

　（1）この文書はバラセーンナBalaserpna67）と，ク（2）プシュタKup＄utaから受け取った3歳の

　雌態各駝1頭（3）に関して。スグタSu奮utaによって正しく保管されるべきもの。

63）「敷物kogavajの原語としては，　LUdersがPali．　kojava‘a　rug　or　cover　with　long　hair’に対

　亦させ，’Uberwulf’（コート）や‘Decke’（毛布），さらに‘Tepplich’（敷物）の訳語を提案して

　いる［LUders　1936：3－5］。また，その見解を妥当とした山本は，さらに漢籍中の「三三」（毛

　織の敷物の一種）との関連を指摘している〔山本2002a：32］。

64）原文namataについては，先学の研究者により，　N．　Pers．　namad‘felt’やPahi．　Na鵬aゼrug’

　などとの対錨が提案されている［LUders　1936：13－2e；L．　Kh．　D，：100〕。

65）avalikaについては，　Burrowが振具するように，　koSavaやnamataと類似するものと思われ

　るが，不明である［L．Kh．　D．：781。

66）Orovagaについては，三二のavalikaなどと類似するものと地われるが，不明である。　L．　K：h．

　D．：81をも見よ。

67）バラセーンナなる者は，この文書と関連する【文書P】の表書きで登場したシャラセーナなる者

　の活塞であり，山本が推定するように，シャラセーナの代理人であったと思われる　〔山本2006：

　48］e
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［封印：下側］

　（4）この印は，（5）共にチa一ズボ一思であるシャマセーナ§amasenaとプゴーP怠。のもの。

［下板・表面］

　（1）17番目の年，偉大なる大王，弊館，マヒリやMahiriya天子の，6番羅の月，（2）20番絹のB

　の，この治世に。パルヴァタ人のクプシュタなる妻が，3歳の身龍つた雌三二1頭を（3）シャルセー

　ナSarsena（ニシャラセーナ）から敬得して，スグタに与えた。（4）今，こちら（法廷）で，スグタ

　と，クプシュタと，シャルセ・一ナの息子であるバラセーンナと，奴隷のシュルスティンがSrustinga

　が（5）3歳の雌騎駝に関して鑑訴した。この係争は審理された。大嘗たちであると共にチョー

　（6）ズボー官でもあるシャマセーナとプゴーと，間諜のオープゲーやOpgeyaが裁決した。今，

　（7）クプシュタと，スグタと，バラセーナBalasena（＝バラセーンナ）と，シュルティンガは互い

　の者に対して支払いをさせてはならないG8＞◎

　〔以下雀略。証人名が列記される。〕

【文書W】No，577：騎駝売買等訴訟文書（N．　xxiv．　viii．80．矩形木簡上下二枚．　Ser。1，　p．

261，　Pll．　XX，　XXII．）

［上蓋・表面

　（1）この文書はラシュパラRaSparaから受け取った驕駿2頭と（2）馬1頭に関して，殴打に関し

　て。そして，何であれその他，（3）互いに不当に受け取った物に関して。書記のスグタSu重utaと

　（4）スガンタSu伽蝋a69）によって注意深く保管されるべきもの。

こ封印：下側］

　（5）この印はチョーズボー官のシャマセーナ＄ama§enaのもの。

［下板・表面］

　（1）20番目の年，大王の中の大王，偉大なる大王，傳中，マイi，Mayiri天子の，10番目の月，

　（2）3番露のLlの，この治世に。チョーズボー宮のシャマセーーナが係争を審理した。ラシ＝パラと，

　書記のスグタと，スナンタSuna蝋aが（3）支払いに関して告訴した。我々は，スグタと，スナン

　タと，女サヒローアエーSahiroaeと，クニタK：ufiitaが宣誓7。）したことを（4）裁決した。ラシュ

68）　この「互いの者に対して支払いをさせてはならないparospara§a　varpti　nasti　dagranajとい

　う箇所を，Burrow訳では，‘have　no　claim　to　payment　from　each　other’とする［T．　Kh．　D．：

　127］0

69）　スガンタSu重a甲taなる者については，文脈から，スナンタSunaエptaと同一入物であったと

　解釈されるかもしれない。ただし，文書の写真を見ると，遺a羅一と一narp一の文寧が明確に区別さ

　れており，この間題をどのように解決すべきかについては今のところ判然としない。それゆえに，

　爾人名の関係については今後の課題としておく◎また，【文書X】の場合も同様に理解する。

70）「寛誓5avatha」については，赤松が，古代インドの法典類中に見えるヂ蜜誓する」という用語

　は，「神意にかけて事（こと）・人（ひと）の正邪を判溺する方法，つまりは神明裁判（ordeaD

　に与ることを霊う」としている［赤松2eOlb：403　一　404］。
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パラが申し出て，£その寛誓を］阻止した。彼は陳述して，寛誓したことを認めなかった。今日以後，

（5）騙駝2頭と馬1頭に関して，さらにまた，郷であれその他，不当に受け取った物に関して，

（6）殴打に関して，互いの者に対して支払いをさせてはならない71）。

〔以下省略。証人名や書記名などが詑載される。｝

【文書X】No．588：貸借物訴訟文書（N．　xxiv．　viii．91。矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p．262，

PI．　XX．）

こ上蓋・表面］

　（1）この文書はピトがPit倉aから（2）貸借されたものに関して。書記のスナンタSuna　pp　taに

　よって（3）注意深く保管されるべきもの。

［封印：下側］

　（4）この印は，ヴァス窟のモーギMo藤と，ピトがPit倉a（5）のもの◎

［下板・表面

　（1）20番目の年，偉：大なる大王，直中，マイリMayiri天子の，10番目の月，（2）17番目の日の，

　この治世に。ピトかなる名の者が，その者，書記のスナンタSunarpta（3）に配して請求している。

　今，ピトガと，書記のスガンタが（4）和解した。書記のスナンタが金ての債務を支払った。（5）

　ピトガが受け取った。今日以後，ピトガは，スナンタに対して，支払いをさせてはならず，（6）手

　に入れるべきでもない。そちら（あなた方のもと）での証人は高貴の者，ヴァス官のモーギMogiya

　と，ヴァス官のカケーやK：akeyaと，ジェーヤ

［上蓋・裏面］

　（1）カ∫eyakaこが証人］，タスチャ密のチャトゥゲーやCatugeyaと，沙門のサンガラククシSa甲

　gharakhk§iが証人，プレーヤPreyaと，ダメーチャDhameca（2）〔が証人である］。

〔下板・裏面］

　〔以下省略◎メモ書きが見られる。｝

【文書Y】No．5761酪駝取引訴訟文書（N，　xxiv．　viii．79．矩形木簡上下二枚．　Ser．1，　p．261，

Pl．　XX）

［上蓋・表面

　（1）この文書はチャル官のチニがCin遠aと，プラトガPratga（2）から受け取った20ムリと若い

　（3）羊9頭に関して。書記のスナンタSuna甲taと，チャ（4）シュゲーやCaSgeyaによって注意

　深く保管されるべきもの。

71）　この「互いの者に対して支払いをさせてはならないeka　bhitiyana　varpti　nasti　danagranaj

　という箇所を，Burrow訳では，‘neither　shal王be　entitled　to　any　payment　frorn　the　other’と

　する〔T．K：h．D∴117］。
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［封印：下側］

　（5）この印は，共にチョーズボー窟であるイタカYitakaと（6）ヴクトーVuktoのもの。

［下板・表面］

　（1）21番目の年，偉大なる大王，侍申，マイリMayiri天子の，12番囲の月，（2）23番目の日の，

　この治世に。チャル官のチユガと，プラトガと，書記のスナンタと，チャシュゲーヤが（3罵各駝2

　頭に関して係争している。スグタSu善utaと，書記のスナンタと，クニタKurtitaと，チャシュゲー

　（4）ヤは宣誓すべきである。チニガと，プラトガが宣誓を阻止した。彼ら（チニガら）は（5）自

　発的に負債者となった72）。彼らは20ムリを，チャル官のクンゲーやKungeyaと，（6）オーガラ

　09alaの手に留めた？3＞。若い羊9頭をさらに，チニガと，（7）プラトガが送るべきである。そして，

　チャシュゲーヤが得るべきである。

　〔以下省略。証人名や文書の書記名などが記載される。〕

結びにかえて

　以上，N，　XXIV出土の「証文文書」25点を和訳し紹介してきた。これらの和訳に基づい

て，文書が遺構内の地面の下に残存していたことには理由があったのかどうかについて若干

の考察を以下に加えておきたい。

　既に波線で示したように，文書には表書きの人物に対して，ヂ不動産などの所有者となっ

た」，或いは，「不動産などを与えた」といった，文讐が確認できる。

　ここで，彼らが所有したと思われる不動産などの所有物を列挙すると，「葡萄園（A，D）」，

「土地（B，F，　G，　H，1，」，　M），「人身（C，　E，　K，　O，　S，　T），「酪駝（L，　P，　V）」，「羊（N，　R）」，

「酪駝と人身（Q）」，「賂駝や穀物など（U）」「酪駝や馬など（W）」「貸借物（X）」，「代価と

羊（Y）」，が挙げられる。

　これらの点から，N。　XXIX出土「証文文書」は，表書きの人物たちにとっての「権利書」，

すなわち重要な書類でもあったことが分かる。また，それゆえに，これらの文書が遺構内の

地面の下に残存していたと考えることができるのである。

　以上，筆者が今後，議論を進めていくための前提作業として，今圓はN．XXIV出土「証

文文書」25点を訳出してきた。そして，この作業の結果として，これらの文書が遺構内の

72）　この「負債者となったdharanaga　hutarpti」という箇所を，　Burrowは，‘admitted　their　debt’

　としている［T．Kh．　D．：117］。ここで逐語訳を行えば，筆者の訳がより適当と思われるが，　Burrow

　訳を批判することも難しい。この問題については男llの機会に論じることにして，今のところは筆

　者の訳を載せておく。

73）　クンゲーヤとオーガラという者たちは，スナンタらの取引に際しての仲介人であったと思われ

　る。
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地面の下に残存していたことについては少なからず必然性があったことが判明した。以上で，

これらの文書と出土遺構との関係の一端を明らかにし得たと考える。今後は，ここに訳出し

てきたものをも含め，さらに網羅的に訴訟構内から発見された文書について検討し，それら

の文書と，それらが残された遺構との関係について，考察を進めていきたいと考えている。

附記3本稿を執筆するにあたって，龍谷大学の間野英二先生，京都大学の赤松明彦先生よ

　　　りご捲導・ご指摘を頂きました。心から感謝申し上げます。
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